
 
  

平成２１年７月２３日  

白岡町告示第１８８号  
 

 

 

    

   （仮称）白岡町自治基本条例（白岡町まちづくり条例）をつくる会設置要

綱  

（設置）  

第１条 （仮称）白岡町自治基本条例（白岡町まちづくり条例）（以下「条例」

という。）を制定するに当たり、多くの町民が条例の制定過程に関わる場を提

供し、町民の意向が十分反映され町民の信任を得られるようにするため、（仮

称）白岡町自治基本条例（白岡町まちづくり条例）をつくる会（以下「つくる

会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 つくる会は、条例の素案づくりを行い、これを町長に提案するものとす

る。  

（組織）  

第３条 つくる会の委員は、公募により選出された町民、学識経験者及び町職員

の委員をもって組織する。  

２ 公募により選出された町民及び学識経験者の委員は、町長が委嘱する。  

３ 町職員の委員は、町長が任命し、つくる会の所掌事務に従事するものとする。  

４ つくる会には、委員の他に会議進行役としてファシリテーターを置くことが

できる。  

 （任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２ 委員は、再任することができる。 

（会長及び副会長）  

第５条 つくる会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定め

る。  



２ 会長は、つくる会を代表し、会務を総理する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

 （会議）  

第６条 つくる会の会議は、必要に応じて随時開催する。  

２ つくる会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。  

（関係者の出席等）  

第７条 会長は、つくる会の所掌事項に関し必要があると認めるときは、会議に

委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の

提出を求めることができる。  

（成果等の報告）  

第８条 会長は、つくる会の所掌事務に係る成果等を得たときは、速やかに町長

にその内容を報告するものとする。  
２ 会長は、町長の要求があったとき、又は会長が必要と認めたときは、つくる

会の所掌事務の進行状況を町長に報告するものとする。  
（庶務）  

第９条 つくる会の庶務は、町民活動推進課において処理する。  

（委任）  

第１０条 この告示に定めるもののほか、つくる会の運営に関し必要な事項は、

町長が別に定める。  

附 則  

この告示は、平成２１年８月１日から施行する。  


